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元
Ｒ
Ｃ
Ｃ
ア
ナ
窃
盗

事
件
の
控
訴
を
棄
却

高
裁
判
決
ｏ上
告
ヘ

銀
行
の
記
帳
台
に
置
き

忘
れ
ら
れ
た
現
金
６
万
６

６
０
０
円
入
り
の
封
筒
を

盗
ん
だ
と
し
て
、
窃
盗
罪

に
問
わ
れ
た
南
区
旭
２
、

元
Ｒ
Ｃ
Ｃ

（中
国
放
送
）

ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
、
煙
石
博

被
告
（６８
）
の
控
訴
審
判
決

が
Ｈ
日
、
広
島
高
裁
で
あ

っ
た
。
高
麗
邦
彦
裁
判
長

は
懲
役
１
年
、
執
行
猶
予

３
年
と
し
た
昨
年
Ｈ
月
の

１
審
判
決
を
支
持
し
、
控

訴
を
棄
却
し
た
。
被
告
は

上
告
す
る
方
針
。

弁
護
側
は
控
訴
審
で
、

店
舗
内
の
防
犯
カ
メ
ラ
映

像
を
独
自
に
民
間
会
社
で

解
析
し
、

「被
告
は
封
筒

に
触
れ
て
お
ら
ず
、
盗
ん

で
い
な
い
こ
と
は
明
ら

か
」
と
主
張
。
判
決
で
高

麗
裁
判
長
は

「鑑
定
を
裏

付
け
る
映
像
は
な
い
。
置

き
忘
れ
た
封
筒
を
従
業
員

が
発
見
す
る
ま
で
、
記
帳

台
に
触
れ
た
の
は
被
告
の

み
で
盗
ん
だ
と
推
認
で
き

る
」
と
退
け
た
。

判
決
に
よ
る
と
煙
石
被

告
は
２
０
１
２
年
９
月
２４

日
、
南
区
旭
２
の
銀
行
支

店
で
、
女
性
客
が
記
帳
台

に
置
き
忘
れ
た
現
金
６
万

６
６
０
０
円
な
ど
が
入

っ

た
封
筒
１
通
を
盗
ん
だ
。

【石
川
裕
士
】
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「現
金
抜
き
取
る
時
間
あ
っ
た
」

去「銀
行
で
現
金
を
盗
ん
だ
と
し

て
窃
盗
の
罪
に
問
わ
れ
た
元
中

国
放
送
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
、
煙
石

博
被
告
（６８
）‐―
広
島
市
南
区
旭

＝
の
控
訴
審
判
決
公
判
が
１０

日
、
広
島
高
裁
で
行
わ
れ
、
高

元ァナウンサーの控訴棄

広島高裁、1審判決支持

判
決
後
会
見
す
る
煙
石
博

被
告

（左
）
と
久
保
豊
年

▲
弁
護
士

（有
）

一
＝
１１
日
、
広
島
市
中
区
の

一
弁
護
士
会
館

麗
邦
彦
裁
判
長
は
１
審
判
決
を

支
持
し
控
訴
を
棄
却
し
た
。
弁

護
側
は
即
日
上
告
し
た
。

煙
石
被
告
は
１
審
に
続
い
て

犯
行
を
否
認
Ю
弁
護
側
は
控
訴

審
で
、
銀
行
内
の
防
犯
カ
メ
ラ

の
画
像
解
析
を
民
間
会
社
に
依

頼
し
、
証
拠
と
し
て
提
出
し

た
。
そ
の
う
え
で

「被
告
人
が

封
筒
か
ら
現
金
を
抜
き
取
っ
た

場
面
は
録
画
さ
れ
て
い
な
い
」

と
主
張
し
た
が
、
高
麗
裁
判
長

は

「防
犯
カ
メ
ラ
の
映
像
に
は

死
角
が
あ
り
‐、
カ
メ
ラ
に
映
ら

ず
封
筒
か
ら
現
金
を
抜
き
取
る

十
分
な
時
間
と
機
会
は
あ
っ

た
」と
し
て
、犯
罪
事
実
を
認
定

し
た
１
審
判
決
を
支
持
し
た
。

煙
石
被
告
は
平
成
２４
年
９

月
、
広
島
市
南
区
の
銀
行
の
記

帳
台
に
あ
っ
た
封
筒
か
ら
現
金

６
万
６
６
０
０
円
を
盗
ん
だ
と

し
て
同
年
１１
月
に
起
訴
。
一
貫

し
て
無
罪
を
主
張
し
て
い
た

が
、
１
審
の
広
島
地
裁
で
は
懲

役
１
年
、
執
行
猶
予
３
年
の
判

決
が
言
い
渡
さ
れ
た
。

判
決
後
会
見
し
た
煙
石
被
告

は

「怒
り
で
震
え
て
い
ま
す
「

真
実
と
正
義
の
物
差
し
を
失
っ

た
絶
対
に
許
さ
れ
な
い
判
決

だ
」
と
憤
っ
た
。


